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本論文は、植民地朝鮮における中等音楽教育に注目し、中等教育機関における音楽教育と、教育実践において大きな

役割を果たす音楽教員らを中心に調べ、中等音楽教育の実態を明らかにしたものである。

植民地朝鮮における中等教育と中等音楽教育を概観し、朝鮮で活動を行った多くの日本人中等音楽教員について『日

本近代音楽年鑑（以下、年鑑）』と『東京音楽学校一覧（以下、一覧）』の両資料を用い、データの整理・分析を行った。

また、中等音楽教員であった小出雷吉、大場勇之助、平間文壽について彼らの履歴事例を調べ、確認した。

植民地朝鮮において中等教員の養成機関は存在せず、中等教育における多くの教員は、日本人で占められていた。そ

れは、中等音楽教育においても同様であった。朝鮮で活動を行った日本人音楽家について『年鑑』を調べた結果、朝鮮

での主な活動は中等音楽教員であり、彼らの出身学校のほとんどが東京音楽学校で、専攻は本科、甲種師範科であった

ことが分かった。それは、『年鑑』に掲載される人物がある程度の社会的な地位を持っている音楽家であるためであっ

た。一方、『一覧』による朝鮮で活動を行った卒業生の専攻を見ると、乙種師範科などが含まれ専攻はもれなく分布さ

れていた。

両資料の分析結果をみると、朝鮮での活動は、音楽教員であり、そのほとんどの学校が官公立であった。しかも、そ

の多くの学校は、在朝鮮日本人学校であり、中等学校においては女学校に集中して努めたことが分かった。それは、男

子校より女子高の方が音楽教授を多く配分されており、同じ女子校である女子高等普通学校より１９３０年現在４倍も多い

ことから、高等女学校における音楽教員の数も必要に応じた形で構成されたと思われる。

教員の事例について小出雷吉、大場勇之助、平間文壽の３人の事例を確認した結果、彼らは、東京音楽学校を卒業し、

日本で教員や音楽活動を行い、その後、それぞれ朝鮮に渡った。彼らの朝鮮においての活動の中心は、教員活動であり、

複数の学校で音楽教員として活動を行った。これは、朝鮮における中等音楽教員養成機関がなかったため、彼らの受容

は不可欠であったことを意味する。しかも、彼らは、教員活動以外にも作曲活動や演奏活動、音楽協会での旺盛な活動

を兼ねて行ったことが分かった。
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Abstract

This study is designed to clarify the actual environment of a secondary music education performed in the period of the colonized

Korea by focusing on the music teachers and the curriculums they had used.

By using Modern Japanese Music Yearbook and Record of Tokyo Academy of Music, the study has surveyed the secondary music

education of the Korea under Japanese rule through analyzing the activities of music teachers. It has also investigated the activities

such as Raikichi Koide, Yunosuke Ooba, and Fumihisa Hirama, who worked at the period of Korea.

There was no training school for music teachers in Korea at that time and most of teachers were Japanese.:and, from the

investigation, it could confirmed the facts that there was no training school for music teachers in Korea at that time and most of

teachers were Japanese. It was a same situation at secondary music education.

The investigation over Modern Japanese Music Yearbook is found that most of Japanese musicians, who came to Korea for

teaching, were graduated from the regular course for Kou-syu Shihan-ka of Tokyo Academy of Music, and were active as music

teachers at secondary educations in Korea.
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It is because the musicians who appeared in Modern Japanese Music Yearbook had a high social position to some extent. On the

other hand, looking at Record of Tokyo Academy of Music, there are many graduates from Otsu-syu Shihan-ka.

The analysis of two materials says that most of graduates were active as music teachers and belonged to governmental schools. It

has, moreover, indicated that most of schools, where those teachers worked, were Japanese schools, and most of secondary schools

were for a girl. It is because girls secondary schools had been allocated much more music teachers than boys secondary school, and a

number of secondary girls schools were four times more than senior girls schools.

And this paper has analyzed the examples of Mr.Koide, Mr.Ooba, and Mr.Hirama, and made it clear that all of those three

graduated from the Tokyo Academy of Music and become teacher in Japan and went to Korea. Their main activity was teaching for

music in more than two schools of Korea.

It is inevitable to accept Japanese musicians in the respect that there were no training schools in Korea. It is also found that they

took part in making music policy, directly or indirectly, through serving as directors of music associations and writing articles for

textbook and periodicals as well as working as composers.

Key Words: History of music education in Colonized Korea, Secondary music education in Colonized Korea, Teachers of secon-

dary music education, Japanese musicians in Korea, Graduates from Tokyo Academy of Music.

1．はじめに

朝鮮半島で近代的音楽教育がはじめて実施されたの

は、１９０６年に公布された学校令に基づくものである。

これにより高等学校などの中等教育機関で音楽科目を

設置することが正式に採択された。以後、一部の中等

教育機関で音楽科目が唱歌科目に変更されることが一

時期あったものの、基本的に中等教育機関では音楽科

目が教授された。

植民地朝鮮の音楽教育に関する今までの研究は、植

民地教育政策という観点から初等教育で行われる唱歌

を主な対象としてきた。唱歌については、唱歌集の音

楽分析及び歌詞分析が行われ、一定の成果が出されて

いる。しかし、ほとんどの研究が唱歌教育について行

われたため、中等教育機関での教育がまったく把握さ

れていない状況である。植民地朝鮮における音楽教育

の全体像を把握するためには、中等音楽教育に関する

研究が欠かせない重要な研究テーマのひとつである。

従って、本稿では、今までまったく注目されなかっ

た植民地朝鮮における中等音楽教育に注目し、中等教

育機関における音楽教育と教育実践において大きな役

割を果たす音楽教員を中心に考察し、中等音楽教育の

実態を明らかにする。まず、植民地朝鮮における中等

教育と中等音楽教育を概観し、中等音楽教員について

考察する。植民地朝鮮における官公立の中等教員は、

ほとんどが日本人であったため、日本の資料を基に音

楽教員について検討する。その資料は、『日本近代音

楽年鑑』と『東京音楽学校一覧』である。『日本近代

音楽年鑑』は、朝鮮で活動を行った音楽教員について

記されており、すべての音楽教員を把握することに限

界性はあるものの、中等音楽教員の全体像がつかめる

唯一の資料である。また、当時、日本で中等音楽教員

を養成する機関であった東京音楽学校が毎年発刊した

『東京音楽学校一覧』には、卒業生の現職が一時期記

されており、朝鮮で活動を行った一部の音楽教員につ

いて調べることができる。両資料を基に、データの整

理・分析を行い、最後に、日本人中等音楽教員であっ

た小出雷吉、大場勇之助、平間文壽の履歴について確

認する。

これにより、植民地朝鮮における中等音楽教育とそ

の教員が把握でき、当時の音楽教育の全体像及び実態

が把握できることが期待される。

2．植民地朝鮮における教育

本節では、朝鮮における教育政策を概観し、中等音

楽教育および教員養成の状況について確認する。

1）教育政策の概観

甲午改革時に国権の中枢機関として設置された軍

国機務處は、１８９４年に学務事項を規定し、同年には

教育・学務行政を管掌する「学務衙門」が置かれた。

また、翌年に漢城師範学校官制など近代的な諸学校

官制及び規則が制定された。これらの規則により、

修業年限５～６年の小学校（尋常科３年、高等科２

年或は３年）と修業年限７年とした中学校（尋常科

４年、高等科３年）が設置されるなど新学制が整え

られた
１
。

その後、１９０４年日韓議定書が結ばれた以降、１９０５

年統監府が設置され、事実上日本の統監府の指揮下

に置かれた大韓帝国は、従来の学制を整備、修正す
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るための法令が制定、公布した
２
。統監府による教

育は、大きく「初等教育」、「中等教育」、「師範教育」、

「実業教育」に分けることができる。

ここで、初等教育と中等教育について確認してみ

ると、初等教育は１９０６年８月に新たに普通学校令が

公布され、尋常科と高等科の課程統一、修業年限の

短縮、３学期制の導入、などが行われた。また、中

等教育については、１９０６年８月の高等学校令の公布

以降、施行規則の制定や改正が行われた。当初、修

業年限は、本科４年、予科及び補習科が各々１年以

内であったが、１９０９年の改定により、本科を４年、

地方の事情により１年を短縮できるようになり、予

科が廃止された。また、女子中等教育については、

高等女学校令が１９０７年４月に公布され、翌年、施行

規則が公布された。高等女学校令によると、修業年

限は３年、地方の事情により１年以内に短縮できる

ように規定された。

１９１０年に朝鮮総督府が設置されたが、翌年には朝

鮮教育令が公布され、教育方針が具体化された。そ

の後、朝鮮教育令は、１９２２年、１９３８年、１９４１年の３

回にわたり改定される。１９１１年制定された朝鮮教育

令を便宜上「第１次朝鮮教育令」と言う。

第１次朝鮮教育令は、過去の個別学校令に基づき

行われた学校運営から離れ、ひとつの教育令として

まとめられ、植民地朝鮮の学校制度を現実に規定す

る法的基盤となった
３
。これにより、普通学校、高

等普通学校、専門学校を連携する学校教育体系が設

定され、日本語普及や実業教育が強化された。また、

一部の施行規則に基づき、私立学校でもこれに準ず

る教育を行うように規定された
４
。第１次朝鮮教育

令による日本の教育方針は、教育を通して忠良な国

民を育成することと、朝鮮国民に対する教育を時勢

と民度に適合させることであった
５
。

１９２２年には、第２次朝鮮教育令が公布された。こ

れにより、学校の種類や修業年限などの学制が日本

と同一に変更された。また、大学教育や師範教育も

実施され、高等教育機関においては内鮮共学が認定

された
６
。これらの背景には、３．１運動以後の、

武断的な統治方式から文化主義的方式への変更があ

った。しかし、第２次朝鮮教育令第３条では日本語

を常用する者（日本人）と日本語を常用語としない

者（朝鮮人）を区別しており、差別教育が行われて

いた。

１９３８年には、第３次朝鮮教育令が公布された。

１９３６年に赴任した第７代朝鮮総督南次郎は、国体明

徴・鮮満一如・教学振興・農工併進・庶政刷新の５

大政綱を発表した
７
。この政綱に即して出されたの

が第３次朝鮮教育令であるが、それと同時に朝鮮人

同化の方針も発表された
８
。その結果、皇国臣民化

教育を行うと同時に、従来の日本人教育と朝鮮人教

育の差別を撤廃することを目的に、普通教育の普及

が強化された
９
。従来の普通学校は小学校に、高等

普通学校は中学校に、女子高等普通学校は高等女学

校に名称が変更された。

１９４１年には、第４次朝鮮教育令が公布された。こ

れは、総動員体制の一環として出されたものである。

小学校を国民学校に改称し、初等科を６年、高等科

を２年とし、地方の事情により初等科または高等科

のみ置くことを可能とした。また、教科目が統合さ

れ、５つの教科（国民科、理数科、体錬科、芸能科、

職業科）となった。さらに、中学校、高等女学校、

実業学校の修業年限が４年に短縮されるなど学制は

改変された
１０
。

2）中等音楽教育

植民地朝鮮の音楽に関連する科目名は、「唱歌」

または「音楽」である。各教育令に規程された教育

が行われた。教育令に基づき、唱歌・音楽科目教授

時数をみると〈表１〉の通りである。

学校（修業年限） 科目名 毎週教授時数（１、２、３、４、５、６学年順）

１９０６

普通学校（４） 唱歌 ０

高等学校本科（４） 音楽 １、１、１、０

高等学校予科（１） 音楽 １

師範学校本科（３） 音楽 ２、２、２

師範学校予科（１） 音楽 １

師範学校速成科（１） 音楽 ２

〈表１〉唱歌・音楽科目教授時数
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〈表１〉にみられるように基本的に「唱歌」は初

等音楽教育であり、「音楽」は中等音楽教育である。

１９０６年からの普通学校、１９３８年からの小学校のよう

な初等教育機関では科目名が「唱歌」となっており、

１９４１年からの国民学校では「音楽」となっている。

１９１１年から１９３８年以前までの高等普通学校では「唱

歌」といっていた科目名が、１９３８年以後、高等普通

学校が中学校となり「音楽」に変わる。また、１９３８

年からの高等女学校実科では、科目名は「唱歌」と

なっている。このように、１９４１年以前の初等教育機

関では、唱歌教育が行われ、中等教育機関では、男

子校である高等普通学校（１９１１～１９３７）で唱歌教育

が行われた。１９３８年までには高等普通学校で唱歌が、

後に中学校となってからは音楽が教授され、女子高

等普通学校（後に高等女学校を含む）、師範学校で

は時期に関係なく音楽が教授された。

それでは、各時期による中等音楽の教授要旨や毎

週教授時数を確認してみる。

まず、朝鮮半島への正式な音楽教育の導入を確認

してみると、１９０６年統監府により以前の学制が修正

され「音楽」という科目が設置されたことから始ま

る。高等学校令施行規則
１１
第４条に本科の学科目が

提示されており、学科目に「音楽」が含まれ予科１

年と修業年限４年本科の１学年から３学年まで週１

時間の教授時間が配分された。また、高等女学校令

施行規則により教授科目に「音楽」が含まれ、修業

年限３年のうち１学年と２学年は週２時間、単音唱

歌が教授され、第３学年は時間配分はないものの単

音唱歌、複音唱歌、楽器使用法の教科内容が入った。

各科目教授の要旨第９条第１２項で「音楽」について

１９１１

普通学校（４） 唱歌 全学年体操と合わせて３、３、３、３

高等普通学校（４） 唱歌 １、１、１、１

女子高等普通学校（３） 音楽 体操と合わせて３、３、４

師範科（１） 音楽 ３

１９２２

普通学校（６） 唱歌 １・２学年は体操と合わせて３、３、３、３、３、３

高等普通学校（５） 唱歌 １、０、０、０、０

女子高等普通学校（５） 音楽 ２、２、２、１、０

師範学校普通科（男子、５） 音楽 １、１、１、１、１

師範学校普通科（女子、４） 音楽 ２、２、１、１

１９３８

尋常小学校（６） 唱歌 １・２学年は体操と合わせて４、４、３、３、２～５、２～５

尋常小学校（４） 唱歌 ３、３、２～３、２～３

高等小学校（２） 唱歌 １、１

高等小学校（３） 唱歌 １、１、１

中学校（５） 音楽 １、１、１、１、１

高等女学校（５） 音楽 ２、２、２、１、１

師範学校普通科（男子、５） 音楽 １、１、１、１、１

師範学校普通科（女子、４） 音楽 ２、２、１、１

師範学校尋常科（男子、５） 音楽 ２、２、２、１、１

師範学校尋常科（女子、４） 音楽 ２、２、２、１

１９４１

国民学校初等科（６） 音楽 １・２学年は体操と合わせて５、６、２、２、２、２

国民学校高等科（２） 音楽 ０、１

中学校（４） 音楽 １、１、約１、約１

高等女学校（４） 音楽 １、１、１、約１

師範学校本科（３） 音楽 ２、２、２

出典：『官報』（光武１０）学部令第２１、２３号、尹八重（１９７３）２４２～２６８頁の教科時数を基に作成した。
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「歌曲を唱い知得させ美しい与韻を感発させ心情を

高潔にさせ、兼ねて徳性涵養に資頼させることを要

とす。」とされた。

１９０６年に師範学校令により修業年限３年の本科と

修業年限１年の予科及び速成科を設置され、「音楽」

は、本科、予科において毎週２時間、単音唱歌の教

授が行われた。また、速成科でも毎週２時間、単音

唱歌や楽器使用法を指導するように規定された。師

範学校施行規則
１２
（１９０９年学部令第３号）学科目教

授要旨第５条には、音楽について「音楽は音楽に関

する知識技能を得て且つ普通学校の唱歌教授する方

法を養い徳性涵養に資するを要旨とす。音楽は単音

唱歌を主と為し、歌詞楽譜が高雅で教育上利益が有

るものに就て練習させ且つ楽器使用法を教授するこ

とを可とす。」とされた。しかし、「音楽」は現今だ

け欠けることを得ると提示され、「音楽」は必修科

目ではなかった。

このように、師範学校、高等学校、高等女学校の

「音楽」の教授が示されてはいたものの、教員の不

足や教材及び楽器の不備のため、実際に音楽授業を

行うことは厳しい状況であった
１３
。

第１次教育令時期は、高等普通学校の音楽教育で

は、以前の「音楽」という教科目が「唱歌」という

名称に変えられた
１４
。各学年ごとに週１時間単音唱

歌の課程が配置され、その教授要旨（第２３条）をみ

ると「唱歌ハ平易ナル歌曲ヲ唱フコトヲ得シメ兼ネ

テ美感ヲ養ヒ徳性ノ涵養ニ資スルヲ以テ要旨トス。

唱歌ハ単音唱歌ヲ授ケ又便宜輪唱歌、複音唱歌ヲ授

クヘシ」とされている。第１次教育令により師範学

校がなくなり、その代わり高等普通学校と女子高等

普通学校に師範科が設置運営された。師範科の授業

年限は１年で、週３時間の音楽教科目が配置され、

その教授要旨（第２７条）をみると「音楽ハ音楽ニ関

スル知識技能ヲ得シメ又普通学校ノ唱歌教授ノ方法

ヲ会得スルヲ要旨トス。音楽ハ単音唱歌ヲ複音唱歌

及楽器使用法ヲ授ケ又教授法ヲ授クスヲ可ス。」で

ある。

要するに、音楽は歌うことをはじめ、音楽の知識

機能や楽器使用法などが教授されることを意味して

いた。

第２次教育令時期の高等普通学校は、修業年限５

年のうち１学年のみ週１時間教授され、その内容は

従来と変化はない。女子高等普通学校は、女子高等

普通学校規定第２０条に「音楽」が提示され、「音楽

ハ音楽ニ関スル知識技能ヲ得シメ又普通学校ノ唱歌

教授ノ方法ヲ会得スルヲ要旨トス。音楽ハ単音唱歌

ヲ授ケ又便宜輪唱歌及複音唱歌ヲ交ヘ且楽器使用法

ヲ授クヘシ。」とされ、５年制女子高等普通学校の

毎週音楽教授時間は１～３学年の場合週２時間ずつ、

４学年の場合週１時間であった。従来と内容上大幅

な変化はなく、輪唱歌の教授内容が追加されるのみ

である。唱歌、音楽に関しては第１次朝鮮教育令の

教授時数や教育内容で大きく変わったことはない。

師範学校は、１９２２年官立京城師範学校をはじめに、

次々と設立される。師範学校において、修業年限５

年の男子普通科の場合１学年から５学年は毎週１時

間ずつ、修業年限４年の女子普通科の場合１、２学

年は週２時間ずつ、３、４学年は週１時間ずつ音楽

が教授された。官立京城師範学校普通科の音楽科目

の課程をみると、１学年は「単音唱歌」、２学年は

「単音唱歌、楽典」、３学年は「単音唱歌、複音唱

歌、楽曲、楽器使用法」、４・５学年は「前年ニ準

シ稍進ミタルモノ」とされている
１５
。普通科を経て

修業年限１年の演習科あるいは講習科に進学すると、

週２時間の音楽科目があり、その課程は「初等普通

教育ニ於ケル唱歌教材ノ研究。作曲ノ初歩。楽器使

用法」であった
１６
。

その時期に認可された中等音楽教科用関連図書は

次のとおりである。

学校 図書名 巻 著者名 発行者 発行検定

１ 師範 教範進行アルバム 全 楠美恩三郎、中田章 中村時之助 １９２６．１０．５

２ 師範 オルガン教本 全 共益商社書店 中村時之助 １９２５．２．５再修５版

３ 師範 現代楽典教本 全 山田源一郎 伊藤己之吉 １９２６．２．１５

４ 師範 中等音楽教科書 ３、４ 北村秀晴 弘楽社出版部 １９２４．２．１５

〈表２－１〉認可音楽教科用関連図書一覧（１９２５年４月～１９２７年７月）
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出典：朝鮮総督府学務局、『既認可教科用図書一覧』１９２５年４月～１９２７年７月、１２７頁。 （２００３）５８～５９頁。

出典：朝鮮総督府学務局、『既認可教科用図書一覧』１９３１年１０月～１９３２年９月、４０頁。 （２００３）５９～６０頁。

５ 師範 師範学校楽典教本 全 福井直秋 共益商社 １９２５．３．６

６ 師範 初等オルガン教科書 全 天谷秀、多梅稚 開成館
１９０５．３．８
１９１２．１０．１

７ 師範 新制楽典教本 全 山本正夫 三澤朝一 １９２４．１０．３０

８ 師範 中等教育音楽教科書甲種 １ 北村秀晴 佐藤辰已 １９２４．５．５

９ 師範 近世楽典教科書 全 田村虎蔵 開成館
１９１２．１０．１０
１９０１．１１．５

１０ 師範 オルガン教材書 全 田村虎蔵 開成館
１９２５．４．１９再 修４０版。
１９２０．６．２５

１１ 師範 声楽教科書 全 澤田孝一 共益商社 １９２４．３．２０、８版

１２ 師範 楽典精養 全 渡邊輔蔵 大葉久吉 １９２５．１２．１３

１３ 師範 音程教本 全 福井直秋 共益商社書店
１９２５．１．８
１９１７．３．８

１４ 師範 楽典教本 全 山本正夫 光風館
１９２５．１２．１
１９２５．６．２６

１５ 師範 新制音楽教本 全 山本正夫 光風館
１９２５．６．２０
１９２５．６．２６

１６ 師範 オルガン教本 全 共益商社書店 共益商社
１９２４．４．５
１９２４．２．１６

１７
女高
普通

高等女学校楽典教本 全 福井直秋 共益商社
１９２４．２．２５
再改正４６版、３月６日

１８
女高
普通

女子音楽教科書 １、２ 永井濳、田中銀之助 開成館 １９１４．１１．１５、４版

１９ 各 高等女学校楽典教本 全 福井直秋 共益商社書店 １９２７．３．１

２０ 各 女子音楽教科書 ４ 永井幸治、田中銀之助 大阪開成館三木佐助 １９１２．１１．２５、２８日

学校 図書名 巻 著者名 発行所 発行検定

１
私立
高等

中学音楽教本 １、２ 福井直秋 帝国書院 １９３１．１０．３１

２ 高等 新定音楽教科書 全 学書刊行協会 高井楽器店
１９３１．１１．２５、２版
１９３１．１１．２０

３ 師範 新編楽典教科書 全 小泉治 三省堂
１９３１．１２．５修正再販
１９３１．１２．２

４
私立
女高

昭和女子音楽教科書 全 永井幸治、田中銀之助 大阪開成館三木佐助
１９３０．３．４
１９３０．２．１３

５
私立
女高

音程視唱教本 全 山田耕作 開成館
１９１６．４．２４訂正再販
１９１６．３．１５

６
女子
実業

高等女学校楽典教科書 全 楽書刊行協会 高井楽器店
１９３１．１２．２８、１６版
１９３１．１１．１５

〈表２－２〉認可教科用図書一覧（１９３１年１０月～１９３２年９月）

こども教育宝仙大学 紀要 ２（２０１１年３月発行）
BULLETIN OF HOSEN COLLEGE OF CHILDHOOD EDUCATION Vol.2（Mar. 2011）
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第３次朝鮮教育令時期は、日本の教育制度と同等

にされた。中学校は「唱歌」科目が「音楽」となり、

１学年から５学年が週１時間ずつ教授された。また、

５年制高等女学校の「音楽」毎週教授時間は、１～

３学年は週２時間、４、５学年は週１時間の教授が

行われた。

第４次朝鮮教育令時期の中学校の音楽教授の場合、

１、２学年が週１時間、３、４学年は週１～２時間

教授された。４年制高等女学校は１～３学年に週１

時間ずつ教授され、師範学校の場合男女本科（３年）、

予科（２年、４年）、尋常科（５年）は毎週２時間

ずつ教授された。

3）中等音楽教員養成状況

植民地朝鮮における中等教員養成は、１９２０年代に

入ってから始まる。朝鮮には、中等教員を養成する

機関は設立されず、そのため、官公立中等学校のほ

とんどの教員は、日本から来たと考えられる。１９１２

年から１９３０年までの官公立中等学校の職員数を確認

してみると〈表３〉の通りである。

〈表３〉によると、日本人が主に通う中学校や高

等女学校の教員は、ほとんどが日本人によって占め

られている。朝鮮人が主に通う高等普通学校や女子

高等普通学校は、１９２５年を基準に高等普通学校に日

本人が２５７名に対して朝鮮人が３５名、女子高等普通

学校に日本人が３２名に対して朝鮮人が８名であった。

このように、植民地朝鮮における中等教育教員は、

その多くが日本人である。そのため、中等音楽教員

においても日本から来た教員であると考えられる。

日本国内で中等音楽教員になるためには、「①東

京音楽学校甲種師範科を卒業する②東京音楽学校本

科を卒業する③中等音楽教員検定試験に合格する④

東京女子高等師範学校を卒業する⑤無免許教員にな

る」などの方法があった
１７
。日本では、官立東京音

楽学校を中心に音楽教員や音楽家を養成する専門機

関が設けられ、さらに検定試験や東京女子高等師範

学校にて中等音楽教員が育成できるようになり、そ

れによって各中等教育機関に教員を配置することが

できた。しかし、朝鮮には、日本の東京音楽学校の

ような音楽専門機関は存在せず、中等音楽教員の養

中学校職員 高等女学校職員 高等普通学校職員 女子高等普通学校職員

年度 校数 日人 朝人 校数 日人 朝人 校数 日人 朝人 校数 日人 朝人

１９１２ １ ３２ ０ ３ ４８ ０ ２ ４８ １８ １ １１ ５

１９１３ ２ ４５ ０ ６ ６０ ０ ２ ５１ １６ １ １３ ５

１９１４ ２ ４５ ０ ６ ５３ ０ ２ ５０ １１ ２ １９ ７

１９１５ ２ ５２ ０ ７ ６９ ０ ２ ５１ １１ ２ ２２ ７

１９１６ ２ ５９ ０ ９ ７９ ０ ３ ５９ １３ ２ ２３ ６

１９１７ ３ ８１ ０ １０ ９５ ０ ３ ６７ １５ ２ ２６ ７

１９１８ ５ １０１ ０ １０ ９６ ０ ４ ７８ １７ ２ ２９ １０

１９１９ ５ １０９ ０ １１ １００ ０ ５ ８３ １７ ２ ２９ ８

１９２０ ５ １２８ ０ １２ １２０ ０ ５ ９２ ２３ ２ ３２ １１

１９２１ ７ １５７ ０ １２ １４５ ０ ７ １３２ ２７ ２ ３４ １３

１９２２ ７ １７８ ０ １４ １７７ ０ １１ １７９ ３２ ２ ３４ １１

１９２３ ９ ２００ ０ １９ ２１４ ０ １２ ２２７ ３１ ２ ３６ １０

１９２４ １０ ２０８ ０ ２１ ２４８ ０ １４ ２６０ ３６ ２ ３２ ９

１９２５ １０ ２１６ ０ ２１ ２５７ ４ １５ ２５７ ３５ ２ ３２ ８

１９２６ １１ ２４９ ２ ２２ ２７８ ４ １５ ２７６ ４２ ４ ４５ １１

１９２７ １１ ２６１ ０ ２２ ２９１ ６ １５ ２７５ ３９ ６ ５０ １５

１９２８ １１ ２４６ ０ ２３ ３０４ ５ １５ ２７９ ３８ ６ ５５ １５

１９２９ １１ ２４８ ０ ２４ ３１８ ４ １５ ２６４ ４２ ６ ５８ １６

１９３０ １１ ２４３ ０ ２４ ３３４ ５ １５ ２８１ ４１ ６ ６２ １７

〈表３〉１９１２年～１９３０年までの官公立中等学校職員数

出典：『朝鮮総督府統計年報昭和７年』６３２～６３８頁。

植民地朝鮮における中等音楽教育と教員の実態
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成は現実に厳しい状況であった。

ところが、１９２８年２月朝鮮総督府告示第５５号によ

り、梨花女子専門学校卒業者が私立女子高等普通学

校教員となる資格が認可され、梨花女子専門学校音

楽科卒業生が私立女子高等普通学校の音楽教員とな

ることができた１８。これにより、梨花女子専門学校

音楽科卒業者は、私立高等普通学校において音楽教

員になれたのである。しかし、私立女子高等普通学

校における音楽教員養成はできたものの、官公立に

おける中等音楽教員は養成できず日本から音楽教員

が来るしか方法はなかったのである。

3．『日本近代音楽年鑑』と『東京音楽学校一覧』
による中等音楽教員の実態

前節で述べたように中等音楽教員の多くが日本から

来たと考えられる。本節では、中等音楽教員の全体像

をつかめるために資料『日本近代音楽年鑑』と『東京

音楽学校一覧』を基に中等音楽教員を調べ、データを

整理し、分析を行う。

1）『日本近代音楽年鑑』によるデータ

『日本近代音楽年鑑』（以下、年鑑）は、『日本音

楽年鑑』（家政音楽会、１９０８）をはじめ１９２０年から

１９４２年まで約２０年間にわたり毎年刊行された音楽年

鑑を集大成したものである。『年鑑』は、１９０８年か

ら編纂をはじめ、途中で『内外音楽年鑑』、『音楽便

覧』などの書名に変更されたが、その内容はあまり

変わりはない。『年鑑』の構成は、過去１年間の演

奏会記録や内外の楽壇事情の回顧、音楽関係人名・

団体・社会などのディレクトリ、出版リストなどで

構成された。全１９巻の『年鑑』は、当時の日本を中

心にしながらも朝鮮、台湾、満州の楽壇の流れをあ

る程度把握できる資料である。『年鑑』には音楽家

人名紹介欄があり、「地方楽況」、「全国音楽関係者

名簿」、「音楽関係人名録」などのタイトルで人名紹

介がされており、音楽家たちの簡略な活動履歴が掲

載されている。出生地、出身学校、職業などの経歴

が紹介された音楽家もいるが、音楽家の履歴紹介は

発刊年度によって異なり、統一されていない。『年

鑑』に掲載されている人名の紹介部分の中で活動地

域が「朝鮮」と記入された音楽家を調べて表にまと

めたのが〈表４〉である。

名 前 出身学校 学 科 卒業年度 所属（職業） 年鑑掲載年度

富 永 鹿 野
１９ 竹村鹿野であれば
（東京音楽学校）

竹村鹿野であれば
（甲種師範科）

竹村鹿野であれば
（１９１５）

竹村鹿野であれば
（京城高等女学校教諭）

１９２０

三 島 チカエ 東京音楽学校 甲種師範科 １９０６ 釜山実習学校長 １９２０～１９４２

小 出 雷 吉 （東京音楽学校） （専修部） （１８８９） 京城第一高等普通学校講師 １９２２～１９２９

大 島 マ 子
２０ 傍島マ子であれば

（取調掛）
傍島マ子であれば
（伝習生）

傍島マ子であれば
（１８８５）

（ ） １９２０

大 場 勇之助 東京音楽学校
本科
研究科

（１９１５）
（１９１６）

京城高等女学校唱歌講師
京城第一公立高等女学校教諭

１９２２～１９４２

岡 本 新 市 （東京音楽学校） （甲種師範科） （１９１５） 海州師範学校 １９２６

落 合 眞
（澤辺まこと）

（東京音楽学校） （本科） （１９０８） （ ） １９２３～１９２４

内 田 虎
２１

東京音楽学校 甲種師範科
京城第二高等女学校
京城公立高等女学校

１９２５～１９４２

石 川 義 一 （College of The Pacific） （１９１９） （京城女子高等普通学校教諭） １９２２～１９２８

竹 村 虎
２２
（東京音楽学校） （甲種師範科） （１９１２） （京城高等女学校教諭） １９２２

須 階 ときを 東京音楽学校 甲種師範科 １９１０ 進明女子高等普通学校講師 １９３１～１９３４

松 田 き み 臨時教員養成所 １９２４ 羅南公立高等女学校教諭 １９３１～１９３４

柔 能
（金澤柔能）

東京音楽学校 本科 １９０４
（韓国京城高等女学校 朝鮮
京城民団立高等女学校教諭）

１９２２～１９２５

〈表４〉『近代日本音楽年鑑』に記入された日本人音楽家たちの朝鮮での活動

こども教育宝仙大学 紀要 ２（２０１１年３月発行）
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〈表４〉の『年鑑』に記入された日本人音楽家た

ちの出身学校に注目をしたい。なぜならそのほとん

どが、東京音楽学校出身であるためである。臨時教

員養成所は、１９２２年に東京音楽学校内に設置された

第四臨時教員養成所のことで、甲種師範科と違い２

年制の速成コース課程であった
２３
。これを含めると、

確認できなかった小林多治とアメリカの大学の出身

の石川義一を除く、全員が東京音楽学校出身だった

のである。

１９２２年度の『年鑑』の「地方楽況」欄に金永煥、

石川義一、小出雷吉、橘柔能、竹村虎、大場勇之助

の紹介があり、その内容は「諸氏の音楽家斯道の発

展のため努力されている。なお、総督府では近く同

地へ音楽学校を設立する計画もあり内地紹介の歌な

どを作製するなど却て音楽的施設の上に注意を惰ら

ない」であった。この文書から、朝鮮総督府が音楽

学校の設置計画をしていたことが伺える。しかしな

がら、朝鮮に音楽学校設立は実現できなかった。

2）東京音楽学校概観

〈表４〉に示されているように東京音楽学校出身

者は著しい。その東京音楽学校を確認してみると、

東京音楽学校は、前身である音楽取調掛から始まる。

音楽取調掛は、１８７９年１０月に文部省に設置されたが、

その目的は日本の近代化政策の一環として新たな国

楽を創造、普及するための教育と音楽家を養成する

ことであった
２４
。１８８０年に音楽講師としてアメリカ

人メーソン（C.W.Mason １８２８～１８９６）を招聘し、

同年伝習生を募集、修業年限１年の養成事業を始め

た。その後、１８８２年には音楽取調大要と音楽取調掛

上 野 ひ さ 東京音楽学校 本科、研究科 （１９１４） ヴァイオリン １９３１～１９４２

田 中 實 東京音楽学校 本科 １９２５ 安東高等女学校教諭 １９３１～１９３２

佐 藤 静 江 東京音楽学校 本科 １９２７ ピアノ １９３１～１９４１

西原田 鶴 子 臨時教員養成所 １９２９
慶尚北道公立女子学校教諭
大邱公立女子学校教諭
馬山高等女学校教諭

１９３１～１９４２

保 坂 由 布 臨時教員養成所 １９３０ 平壌女子高等普通学校教諭 １９３１～１９４２

吉 澤 實 東京音楽学校 甲種師範科 １９２６ 京城師範学校教諭 １９３１～１９３６

瀧 澤 レ ツ 東京音楽学校 甲種師範科 １９２２ 京城公立高等普通学校教諭 １９３５～１９４２

織 田 永 生 東京音楽学校 甲種師範科 （１９３１） 海州公立高等女学校教諭 １９３２～１９４１

小 林 多 治 （ ） （ ） （ ） 大邱師範学校教諭 １９３５～１９３８

内 川 美谷子 東京音楽学校 甲種師範科 １９２９ 羅南公立高等女学校教諭 １９３５～１９４２

片 岡 晴太郎 東京音楽学校 甲種師範科 １９１３ 平壌師範学校教諭 １９３５～１９４２

彼 末 愛 子 東京音楽学校 甲種師範科 １９２８ 平壌公立高等女学校教諭 １９３７～１９４２

手 塚 君 子 東京音楽学校 甲種師範科 （１９３０）
平壌公立高等女学校教諭、平壌
合唱団員、JBBK唱歌隊指揮

１９４０～１９４２

吉 村 冨美子 東京音楽学校 本科 （ ）
ヴァイオリン、大邱高等普
通学校教諭

１９４０～１９４２

津 田 義 信 臨時教員養成所 （１９２９） 大邱師範学校教諭

平 間 文 壽 （東京音楽学校） （本科） （１９２３） 朝鮮総督府嘱託、テナー １９４２

出典：『近代日本音楽年鑑』第１巻～第１９巻により作成。年鑑掲載年度については、『近代日本音楽年鑑』に朝鮮で活動した記
録がある音楽家やその音楽家の情報が掲載された年度を表記したものの、該当音楽家がその年度に正確な活動を行ったと
は限らない。（ ）内は、作成者が『東京音楽学校一覧』を基に調べた情報を記入したものである。（ ）の空欄は、情報
の確認ができなかった場合である。

植民地朝鮮における中等音楽教育と教員の実態
――『日本近代音楽年鑑』と『東京音楽学校一覧』をめぐって――
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規則が制定され、伝習生の修業年限は４年に改定さ

れた。学科課程などの詳細な規定が定められ音楽取

調掛は日本最初の近代的な音楽専門教育機関という

形で整備され、発展していく
２５
。音楽取調掛は、「①

日本と西洋の音律と音階比較研究 ②音楽史研究

③翻訳 ④音楽関連書刊行 ⑤教材作成 ⑥楽器試

製 ⑦邦楽と俗曲の改良 ⑧明治頌の選定」などの

事業を行い、その成果物として『小学唱歌集』（初

編：１８８１、第２編：１８８３、第３編：１８８４）全３編や

『幼稚園唱歌集』（１８８４）、『箏曲集』（１８８８）及び翻

訳書が刊行された
２６
。

音楽取調掛は、現在日本の西洋音楽中心の学校教

育と専門音楽教育の基礎を築くことにおいて大きな

貢献を果たした。以後、１８８５年２月に音楽取調掛の

名称が音楽取調所に変更され、１８８７年１０月に東京音

楽学校に再びその名称が変更される。東京音楽学校

官制第１条をみると、東京音楽学校は文部大臣の管

理の下、音楽家あるいは音楽教員を養成するとされ、

音楽学校の前身であった音楽取調掛の趣旨を継承す

る形の音楽家と音楽教員を養成する音楽専門教育機

関であることは変らない
２７
。１８８９年１月に東京音楽

学校規則が制定され、学科は予科と本科に分けられ、

本科は師範部と専修部に分けられた
２８
。

しかし、１８９３年６月２８日勅令第６２号の発令により、

同年９月１日から東京音楽学校は約５年半に渡り、

高等師範学校附属音楽学校に格下げとなった
２９
。以

後、１８９９年４月４日勅令第１１６号により高等師範学

校附属音楽学校は、再び東京音楽学校と改称され、

１９００年９月１日に同校の規則が大きく改定された。

従来の学科（予科、師範部、専修部、研究科、選科、

小学唱歌講習科）は廃止され、新たに予科、本科、

研究科、師範科、選科が設置された。本科は、声楽

部と器楽部に分けられ、師範科は甲種と乙種に分け

られた
３０
。

3）『東京音楽学校一覧』によるデータ

以上、東京音楽学校について簡単に見てみた。東

京音楽学校が毎年発行した『東京音楽学校一覧』（以

下、一覧）は、東京音楽学校設立以後１８８９年から１９４１

年まで刊行され、現在東京芸術大学図書館に所蔵さ

れている
３１
。『一覧』の記載内容は、時期により変

化があるが、１８８９年から１９２０年までに卒業生の現職

情報が記載されている。その中で、現職における地

域が「朝鮮」あるいは「韓国」と表記されている部

分があるため、それを摘記して表にまとめると〈表

５〉のようになる。

名前 専攻 卒業年度 職場 一覧掲載年度

仁科多満子 乙種 １９０１年７月 韓国仁川小学校 明治３９‐４０～大正４‐５

小出雷吉 専修部 １８８９年７月
韓国師範学校講師
韓国漢城師範学校教諭
朝鮮京城高等普通学校教諭

明治４０‐４１～明治４１‐４２
明治４２‐４３～大正２‐３
大正３‐４～大正８‐９

馬場鈴美 乙種 １９０３年７月
韓国京城小学校
韓国京城第一小学校

明治４１‐４２
明治４２‐４３～明治４４‐４５

山口恭三 乙種 １９０３年７月
韓国京城居留民団立第二小学校
朝鮮京城小学校
朝鮮京城南大門小学校

明治４１‐４２～明治４４‐４５
大正１‐２～大正４‐５
大正６‐７

百瀬只雄 乙種 １９０６年７月 韓国仁川高等女学校 明治４３‐４４～大正１‐２

三島チカエ 甲種 １９０６年３月 韓国釜山高等女学校 明治４３‐４４～大正８‐９

西山ステ 乙種 １９０６年７月 韓国仁川小学校 明治４３‐４４～大正４‐５

金澤柔能
（橘柔能）

本科器楽部 １９０４年７月
韓国京城高等女学校
朝鮮京城民団立高等女学校教諭

明治４３‐４４～明治４４‐４５
大正１‐２

川村四郎 乙種 １９０６年７月
朝鮮釜山尋常小学校
朝鮮釜山第一小学校

明治４４‐４５～大正４‐５
大正５‐６～大正８‐９

栗本清夫 専修部 １８９８年７月
朝鮮総督府学務局編輯課員
朝鮮総督府京城中学校教諭

大正１‐２～大正２‐３
大正３‐４

西見貫一 乙種 １９０３年７月
朝鮮釜山小学校
朝鮮釜山第五小学校

大正１‐２～大正３‐４
大正６‐７

〈表５〉『東京音楽学校一覧』に記入された卒業生の朝鮮での活動

こども教育宝仙大学 紀要 ２（２０１１年３月発行）
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4）両資料による分析

〈表４、５〉の『年鑑』及び『一覧』にみる専攻や

学科をみると、『年鑑』の場合、総計２８名のうち
３３
、

甲種師範科１２名、本科８名、臨時教員養成所４名、

専修部１名、伝習生１名、アメリカ留学１名、不明

１名であり、ある程度の社会的な地位を持っている

音楽家を中心に調査されたため、修業年限３～４年

の正規コースの専攻が集中して占めている。一方、

『一覧』の場合、総１７名のうち、乙種師範科８名、

甲種師範科５名、専修部２名、本科２名であり、卒

業生の現職を調査し掲載されたため修業年限１年の

乙種師範科の専攻が含まれるなど、専攻はもれなく

分布している。

また、朝鮮で活動を行った日本人の所属や職業を

みると、そのほとんどが学校の教諭や訓導及び講師

として記されており、しかもそのほとんどの学校が

官公立である。彼らが勤めた学校や活動をみると、

『年鑑』では、総２８名のうち、高等女学校１１名、女

子高等普通学校５名、師範学校５名、高等普通学校

１名、実習学校１名、ヴァイオリン１名、ピアノ１

名、テナー１名、不明２名との結果となり、高等女

学校が最も多く占めており、次に女子高等普通学校

や師範学校が占めていた。『一覧』では、総１７名の

うち、小学校７名、高等女学校７名、中学校１名、

女子高等普通学校１名、師範学校１名との結果とな

り、小学校と高等女学校が大半を占めている。

朝鮮には、日本と朝鮮の学制が同じくなる１９３８年

以前までは、日本語を常用語とする者が通う学校（日

本人学校：小学校、中学校、高等女学校）と、日本

語を常用語としない者が通う学校（朝鮮人学校：普

通学校、高等普通学校、女子高等普通学校）が分か

れて存在していた。〈表４、５〉のうち、主に、朝

鮮人が通う公立学校で教鞭をとった人物は、小出雷

吉（京城第一高等普通学校）、園部チヨ（京城女子

高等普通学校）、石川義一（京城女子高等普通学校）、

保坂由布（平壌女子高等普通学校）、瀧澤レツ（京

城公立高等普通学校）、吉村冨美子（大邱高等普通

学校）がおり、私立学校には須階ときを（進明女子

高等普通学校）がいる。

佐藤オト 本科器楽部 １９１３年３月
朝鮮高等普通女学校
朝鮮京城公立高等女学校

大正２‐３
大正３‐４

園部チヨ 甲種 １９１０年３月 朝鮮京城女子高等普通学校 大正２‐３～大正３‐４

竹村鹿野
３２

甲種 １９１５年３月 朝鮮京城高等女学校教諭 大正４‐５、大正６‐７

天野ヨシ 甲種 １９０９年３月 朝鮮京城高等女学校教諭 大正７‐８

竹村虎 甲種 １９１２年３月 朝鮮京城高等女学校教諭 大正７‐８～大正８‐９

岸本郁 乙種 １９０６年７月 朝鮮釜山第一小学校 大正８‐９

学校名 設立年度 学級数
教 員 数 学 生 数

日人 朝人 合計 日人 朝人 合計

京城師範学校 １９２２ ２５ ４４ １０ ５４ ６４１ ４５９ １１００

大邱師範学校 １９２９ １８ ２６ ６ ３２ ２４７ ５８６ ８３３

平壌師範学校 １９２９ １８ ２６ ６ ３２ １１９ ５９１ ７１０

全州師範学校 １９３６ １５ ３０ ５ ３５ ４８ ６５１ ６９９

咸興師範学校 １９３７ １５ ２９ ３ ３２ ８０ ６２４ ７０４

出典：『東京音楽学校一覧従明治二十四年至明治二十五年』～『東京音楽学校一覧従大正八年至大正九年』により
作成。一覧掲載年度については、『東京音楽一覧』に掲載された卒業生の現職情報表記したものの、卒業生が
その年度に正確な活動を行ったとは限らない。

〈表６〉官立師範学校状況（１９２２～１９４２）
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また、師範学校の場合は、京城にある京城師範学

校と京城女子師範学校は日本人学生が朝鮮人学生よ

り多く、京城以外の地方の師範学校ではほとんどを

朝鮮人が占めている。〈表６〉をみると京城師範学

校の日本人学生は６４１名に対して朝鮮人学生が４５９名

で日本人が多いことが分かる。また、大邱、平壌、

全州などの地方の師範学校は、朝鮮人学生と日本人

学生の割合が約２倍から多いところで約２５倍の差で

朝鮮人学生が多く占めていることが分かった。

ちなみに、京城師範学校の教員数と学生数を確認

してみると〈表７〉の通りである。

このように、京城に置かれていた師範学校では、

日本人学生が大半を占めていた。朝鮮人学生が大半

を占めていた地方の師範学校では、岡本新市（海州

師範学校）、小林多治・津田義信（大邱師範学校）、

片岡晴太郎（平壌師範学校）が教鞭を取った。こう

した彼ら以外の日本人音楽教員は、主に、日本人が

通う学校で教鞭をとったと考えてもよいだろう。

〈表４、５〉にまとめた『年鑑』及び『一覧』に

見る朝鮮で活動を行った日本人は、女性の場合、結

婚をし、籍を入れると結婚相手の名字に変わる。そ

のため〈表４、５〉において、富永鹿野と竹村鹿野

は同一人物である可能性があり、内田虎と竹村虎も

光州師範学校 １９３８ １６ ２３ ５ ２８ ６２ ６３２ ６９４

春川師範学校 １９３９ １１ ２３ ５ ２８ ２７ ５１８ ５４５

晋州師範学校 １９４０ １２ ２４ １ ２５ ４６ ５８０ ６２６

清州師範学校 １９４１ ８ １４ ２ １６ ２４ ３７６ ４００

新義州師範学校 １９４２ ８ ８ １ ９ ０ ２６５ ２６５

京城女子師範学校 １９３５ １８ ３１ １２ ４３ ４７９ ４３０ ９０９

公州女子師範学校 １９３８ １３ ２３ ６ ２９ ３６４ ３２１ ６８５

合計 １７７ ３０１ ６２ ３０１ ２１３７ ６０３３ ８１７０

年度 学級数

教員数 学生数

日人 朝人 外人 合計
普通科 演習科 講習科 合計

日人 朝人 日人 朝人 日人 朝人 日本 朝鮮

１９２１ ５ ２７ １ ０ ２８ ７６ ８ ２９ ０ ０ ０ １０５ ８

１９２２ ６ ２９ １ １ ３１ ９３ １３ １３８ １ ０ ０ ２３１ １４

１９２３ ９ ３３ １ １ ３５ ２４５ ３７ １３９ １ ０ ０ ３８４ ３８

１９２４ １１ ４４ ４ １ ４９ ３２５ ５１ １３７ ３ ０ ０ ４６２ ５４

１９２５ １９ ６６ ６ １ ７３ ３９８ ６８ １５９ ４４ ０ １２３ ５５７ ２３５

１９２６ １７ ４４ ６ １ ５１ ４１１ ８０ ２１５ ６０ ２２ ６ ６４８ １４６

１９２７ １７ ５５ ６ １ ６２ ４１０ ８７ １８６ ６７ ２３ ７ ６１９ １６１

１９２８ １７ ５０ ７ １ ５８ ３９４ ９４ １７５ ７６ １６ ４ ５８５ １７４

１９２９ １７ ４２ ６ １ ４９ ３９４ ９９ １６９ ８２ １３ ５ ５７６ １８６

出典：李元必（１９８８）３５頁。

〈表７〉官立京城師範学校の教員数と学生数

出典：李元必（１９８８）３１頁。
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同一人物である可能性がある。同一人物の可能性が

ある人を１人として数えると全４０名である。そのう

ち１１名（約２７．５％）が、朝鮮人が主に通う学校に勤

めており、残り２９名（約７２．５％）が在朝鮮日本人学

校に勤めていた結果となった。また、両資料のデー

タから見る限り女学校に集中している。

１９３０年現在、主に日本人が通う中等教育機関は、

中学校１１校、高等女学校２４校があり、合計３５校が存

在した
３４
。同年現在、主に朝鮮人が通う官公立中等

教育機関は、高等普通学校１５校と女子高等普通学校

６校があり
３５
、合計２１校が存在した。日本人が主に

通う高等女学校と朝鮮人が主に通う女子高等普通学

校の校数にかなりの差が存在し、高等女学校は女子

高等普通学校の４倍もある。１９３８年以降の毎週音楽

教授時数をみると、５年制の中学校は週１時間の音

楽の教授が行われていたが、５年制の高等女学校の

場合１学年から３学年までは週２時間、４、５学年

は週１時間の音楽教授が行われ
３６
、男子校より女子

校の方で音楽授業がより多く行われた。

『年鑑』、『一覧』から見る中等音楽教員が高等女

学校に多く占めたことは、男子校より女子校の方が

音楽教授を多く配分されており、同じ女子校である

女子高等普通学校より１９３０年現在４倍も多いことか

ら、高等女学校における音楽教員の数も必要に応じ

た形で構成されたと考えられる。

4．中等音楽教員の事例

本節では、朝鮮で音楽教員として活動を行った小出

雷吉、大場勇之助、平間文壽の事例を取り上げ、彼ら

の活動履歴を確認する。彼らは、それぞれ朝鮮に渡っ

た時期か異なり、彼らの活動を履歴を確認することで

日本植民地期における全体的な日本人中等音楽教員を

姿や特徴が見えると判断する。

1）小出雷吉

最も早い時期に朝鮮に渡った小出雷吉についてか

ら確認する。小出は、１８６７年兵庫県但馬国養父郡で

生まれた
３７
。１８８５年文部省音楽取調所（１８８７年から

東京音楽学校に名称変更）に入学し、１８８９年東京音

楽学校専修部を卒業した。卒業後、鳥取県尋常師範

学校教員（１８８９～１８９４）、東京府尋常師範学校学校

助教諭（１８９５～１８９７）、東京府師範学校助教諭（１８９８

～１９０１）、東京府師範学校教諭（１９０２～１９０６）を経

て１９０７年に韓国政府に招聘され漢城官立師範学校教

員として着任した
３８
。小出は就任後、１９１０年学部編

纂の『普通教育唱歌集第一輯』に関わる
３９
。その後

１９１４年からは京城高等普通学校教諭として勤め、定

年を迎えた。また、『京畿公立師範学校一覧創立第

二年（大正１３年）』の旧職員欄に受持学科小出雷吉

の名前が掲載され、小出雷吉の就任情報が掲載され

てある。その内容は「就職初任：１８８９年８月５日、

京畿公立師範学校初任：１９２３年４月２４日」であっ

た
４０
。このように、当時は音楽教員の不足のため、

小出は複数の学校で音楽を教えたと把握される。

2）大場勇之助

次に、大場勇之助について確認する。大場は、１８８６

年山形県東村山郡で生まれた。１９０５年１１月に陸軍戸

山学校
４１
軍楽生徒隊を卒業し、その後、陸軍の軍楽

隊に入り、楽手補を経て１９１１年１２月に除隊した
４２
。

軍楽隊除隊後、１９１２年に東京音楽学校器楽部予科に

入学し、翌年から本科器楽部のヴァイオリン専攻を

経て、１９１５年に研究科に進学する。その翌年の１９１６

年３月に卒業した
４３
。１９１６年５月に東京数矢尋常小

学校、１９１８年９月に広島女学校、１９１９年４月に大阪

第一盈進高等小学校教員を経て１９２１年に朝鮮に渡っ

た。同年４月から京城公立高等女学校教諭とともに

官立京城師範学校の講師嘱託として勤めた。『朝鮮

総督府及び所属官署職員録』（大正１１年～昭和１３年

版）の記録をみると、１９２２年の京城師範学校と京城

第一公立高等女学校をはじめ、１９３８年までに京城第

一公立高等女学校に所属した。また、『梨花女子専

門梨花保育学校一覧（昭和十二年）』の旧職員録を

みると１９２８年から１９３０年までに梨花女子専門学校に

も勤めた記録がある
４４
。このように、小出と同様、

複数の学校で音楽を教えた。

3）平間文壽

次に、平間文壽についてみる
４５
。平間は、１９００年

に福島県福島市で生まれた。１９２０年東京音楽学校声

楽部に入学し、声楽（テナー）を専攻した。１９２３年

には、イタリアのミラノ国立音楽院に留学し、１９２７

年に日本に帰国した。その後、声楽家として独唱会、

オペラなどの活動を行い、音楽界で旺盛な活動を展

開しながら、１９２９年からは東京帝国音楽学校で声楽

主任教授も歴任する。１９４０年には、朝鮮総督府学務

局の学務課所属の嘱託として朝鮮に渡る。同年から

は、京城女子師範学校、教学研修所、朝鮮放送協会

などの嘱託を兼ね、１９４２年には京城女子医学専門学

校で講師を歴任した。

小出、大場、平間の履歴について〈表８〉にまと

めてみると次のようである。
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年度 小出雷吉 大場勇之助 平間文壽

１８６７ 生まれる（兵庫県）

１８８５ 音楽取調所入所

１８８６ 生まれる（山形県）

１８８９ 東京音楽学校専修部卒業

１８８９ 鳥取県尋常師範学校教員

１８９５ 東京府尋常師範学校助教諭

１８９８ 東京府師範学校助教諭

１９００ 生まれる（福島県）

１９０１ 〈四条畷曲〉作曲

１９０２ 東京府師範学校教諭。〈月影〉作曲

１９０３
『新教育唱歌』編纂。『遠足唱歌』
小出雷吉・鷹野国蔵編纂。

１９０４ 〈広瀬中佐〉作曲

１９０５
陸軍戸山学校軍楽生徒隊卒業。後
に陸軍軍楽隊（楽手補）に入隊。

１９０７ 渡韓。漢城官立師範学校教員

１９１０
学部編纂『普通教育唱歌集第一
輯』に関わる。

１９１１
『朝鮮地誌唱歌』を編纂したが、
朝鮮総督府検定不認可を受ける。

陸軍軍楽隊除隊

１９１２
東京音楽学校器楽部入学（ヴァイ
オリン専攻）

１９１４
京城高等普通学校教諭（１９２４年に
退職）

１９１６
東京音楽学校研究科卒業。東京数
矢尋常小学校教員

１９１８ 広島女学校教員

１９１９ 大阪第一盈進高等小学校教員

１９２０
東京音楽学校声楽部入学（テナー
専攻）

１９２１

渡朝。京城公立高等女学校教諭（後
に京城第一高等女学校となる。
１９３８年まで努める）。官立京城師
範学校講師

１９２３ 京畿公立師範学校教員 イタリアのミラノ国立音楽院に留学

１９２６ 〈京城府歌〉作曲

１９２７ 日本帰国 長谷川公会堂でヴァイオリン演奏
日本に帰国。独唱会、合同演奏会、
学校演奏会など

１９２８ 梨花女子専門学校講師

１９２９ 帝国音楽学校声楽主任教授

１９３０
『The Melody Way to Play the Piano
（ピアノ旋律法）』の日本語翻訳

歌劇研究団体「オペラ・ヴェルデ
ィアーナ」を組織

１９３２
日本大学芸術科及び日本高等音楽
学校声楽科講師

〈表８〉小出雷吉、大場勇之助、平間文壽の履歴表
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このように、小出、大場、平間は、東京音楽学校

（音楽取調掛を含む）を卒業し、日本で教員や音楽

活動を行った。その後、小出は１９０７年に、大場は１９２１

年に、平間は１９４０年にそれぞれ朝鮮に渡ったのであ

る。彼らの朝鮮においての活動の中心は、教員活動

であった。その教員活動は、複数の学校で音楽教員

として活動を行ったのである。これは、前節で述べ

たように朝鮮における中等音楽教員養成機関がなか

ったため、彼らの受容は不可欠であったことを意味

する。しかも、彼らは、教員活動以外にも作曲活動

や演奏活動、音楽協会での旺盛な活動を兼ねて行っ

たことが〈表８〉から読み取れる。

5．おわりに

本稿では、今までまったく注目されなかった植民地

朝鮮における中等音楽教育に注目し、中等教育機関に

おける音楽教育と、教育実践において大きな役割を果

たす音楽教員を中心に調べ、中等音楽教育の実態を明

らかにした。

植民地朝鮮における中等教育と中等音楽教育を概観

し、朝鮮で活動を行った多くの日本人中等音楽教員に

ついて『日本近代音楽年鑑（以下、年鑑）』と『東京

音楽学校一覧（以下、一覧）』の両資料を用い、デー

タの整理・分析を行った。また、中等音楽教員であっ

た小出雷吉、大場勇之助、平間文壽について彼らの履

歴事例を調べ、確認した。

植民地朝鮮において中等教員の養成機関は存在せず、

中等教育における多くの教員は、日本人で占められて

いた。それは、中等音楽教育においても同様であった。

朝鮮で活動を行った日本人音楽家について『年鑑』を

調べた結果、朝鮮での主な活動は中等音楽教員であり、

彼らの出身学校のほとんどが東京音楽学校で、専攻は

本科、甲種師範科であったことが分かった。それは、

『年鑑』に掲載される人物はある程度の社会的な地位

を持っている音楽家であるためであった。一方、『一

覧』による朝鮮で活動を行った卒業生の専攻を見ると、

乙種師範科などが含まれ専攻はもれなく分布されてい

た。

両資料の分析結果をみると、朝鮮での活動は、音楽

教員であり、そのほとんどの学校が官公立であった。

しかも、その多くの学校は、在朝鮮日本人学校であり、

中等学校においては女学校に集中して勤めていたこと

が分かった。それは、男子校より女子校の方が音楽教

授時間を多く配分されており、同じ女子校である女子

高等普通学校より高等女学校が１９３０年現在４倍も多い

ことから、高等女学校における音楽教員の数も必要に

応じた形で構成されたと思われる。

教員の事例について小出雷吉、大場勇之助、平間文

壽の３人の事例を確認した結果、彼らは、東京音楽学

校（音楽取調掛を含む）を卒業し、日本で教員や音楽

活動を行い、その後、それぞれ朝鮮に渡った。彼らの

朝鮮においての活動の中心は、教員活動であり、複数

１９３７

〈爽やかなる朝鮮〉、〈朝鮮青年歌〉、
〈漢江小唄〉、〈皇師の歌〉、〈奮へ
防護団〉、〈進め皇軍〉、〈征途を送
る歌〉、〈千人針の歌〉、〈保定落成
の歌〉作曲

「しのぶ会」第一回発表会

１９３８ 京城音楽協会設立。幹事長。 「しのぶ会」第二回発表会

１９３９

「音楽イタリア会」組織。東京、
大阪、神戸、京都、釜山、大邱、
京城、平壌などで日伊親善音楽会
を開く。

１９４０
渡朝。京城女子師範学校、教学研
修所、朝鮮放送協会などでの嘱託。

１９４１
朝鮮音楽協会―理事、教育音楽部
部長、洋楽部の作曲科会員。

朝鮮音楽協会―理事、洋楽部長

１９４２

１１月１０日から１２日まで開かれた音
楽競演大会でヴァイオリン担当審
査委員。国民皆歌運動委員。国家
奉納大会、音楽技芸資格認定試験
に関与。

京城女子医学専門学校講師。「し
のぶ会」第三回発表会（京城府民
館）

１９４３
「しのぶ会」第四回発表会。独唱会。
日本帰国

出典：朴成泰（１９９９）、有馬純吉（１９３１）、平間文壽（１９７７）、金志善（２０１０）、『東京音楽学校一覧』により作成。

植民地朝鮮における中等音楽教育と教員の実態
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の学校で音楽教員として活動を行った。これは、朝鮮

における中等音楽教員養成機関がなかったため、彼ら

の受容は不可欠であったことを意味する。しかも、彼

らは、教員活動以外にも作曲活動や演奏活動、音楽協

会での旺盛な活動を兼ねて行ったことが分かった。

本稿により、植民地朝鮮における中等音楽教育とそ

の教員がある程度把握でき、当時の音楽教育の全体像

及び実態を明らかにした。本稿で明らかになった朝鮮

における中等音楽教育及び教員における特徴をより明

確にするためには、当時植民地支配国であった日本と、

同じく植民地であった台湾などの状況を調べ、朝鮮と

どのような相違点を持っているかを把握する必要があ

り、これを今後の課題としたいと思う。
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下中邦彦（１９８１）『音楽事典（第１巻）』 平凡社：東京。

塚原康子他（２００１）『ブラスバンドの社会史』 青弓社ラ

イブラリー：東京。

日本音楽教育学会編（１９７９）『音楽教育学の展望』 平凡

社：東京。

松下鈞編（１９９７）『近代日本音楽年鑑（全１９巻）』 大空

社：東京。
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朴永奎（２００５）「植民地朝鮮における教育養成に関する

研究」 九州大学大学院博士論文：福岡。
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【注】

１ 中学校の場合、実際に設立されたのは１校のみで、

高等科は実現できなかった。：尹八重（１９７３）２３７頁。

２ 師範学校令（１９０６、勅令第４１号）、高等学校令（１９０６、

勅令第４２号）、外国語学校令（１９０６、勅令第４３号）、普

通学校令（１９０６、勅令第４４号）、高等女学校令（１９０７、

勅令２２号）、私立学校令（１９０７、勅令第６２号）、校会令

（１９０７、勅令第６３号）、私立学校補助規定（１９０７、学部

令第１４号）、公立私立学校認定規定（１９０７、学部令第

１５号）、学部編纂教科用図書発売規定（１９０７、学部令

第１８号）、実業学校令（１９０９、勅令第５６号）、実業学校
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令施行規則（１９０９、学部令第１号）、高等女学校令施

行規則（１９０９、学部令第２号）、師範学校令施行規則

（１９０９、学部令第３号）、高等学校令施行規則（１９０９、

学部令第４号）、外国語学校令施行規則（１９０９、学部

令第５号）、普通学校令施行規則（１９０９、学部令第６

号）：鄭在哲（１９８４）、２０～２１頁。

３ （２００７）１～２頁。

４ 尹八重（１９７３）２４８～２４９頁

５ 第二条 教育ハ教育ニ関スル勅語ノ旨趣ニ基キ忠良

ナル国民ヲ育成スルコトヲ本義トス。 第三条 教育

ハ時勢及民度ニ適合セシムルコトヲ期スヘシ。：朝鮮

教育令第２条、第３条、勅令第２２９号、明治４４年８月

２３日字。

６ 尹八重（１９７３）２５５～２５７頁。

７ 国体明徴は、皇国臣民化を通した内鮮一体を促進す

ることで、鮮満一如は大陸侵略のために朝鮮を兵站基

地化する意味である。また、教学振興は、国体明徴を

もとに朝鮮人と日本人の教育的な差別を撤廃し皇国臣

民化教育の強化及び初等教育の拡充、日本語普及及び

日本語常用の強化など具体化することであった。農工

併進は、各種工業の振興・水力電気の開発・産業経済

の戦時体制化を意味し、庶政刷新は、大陸侵略戦争の

ために朝鮮の人的資源の収奪することであった。：鄭

在哲（１９８９）９２頁。

８ 「朝鮮統治ノ目標ハ其域同胞ヲシテ真ノ皇国臣民タ

ルノ本質ニ徹セシメ、内鮮一体、倶ニ治平ノ慶ニ頼り、

東亜ノ事ニ処スルニ在リ。…新東亜建設ニ赴ク我ガ帝

国ノ重責ニ副ヒ此ノ世運ニ応ズルノ途ハ、国体明徴、

内鮮一体、忍苦鍛練ノ三大教育方針ヲ徹下シテ、大国

民タル志操、信念ノ練成 基幹ト為サザルベカラ

ズ…」：朝鮮総督府官報、号外、昭和１３年３月４日、

２頁。

９ それに関する法令の改正は、日本語使用強化に関す

る通牒（１９３７．３）、私立学校規則改正（１９３７．７）、戦時

体制令の通牒（１９３７．３）、皇国臣民誓詞の暗誦強要

（１９３７．１０）、日本語講習所設置（１９３８．１）、朝鮮陸軍志

願兵令公布（１９３８．２）、国家動員法適用（１９３８．５）、学

校勤労報国隊実施要綱発表（１９３８．６）、国民精神総動

員朝鮮連盟創設（１９３８．７）、朝鮮学生精神連盟結成

（１９３９．７）、国民徴兵令実施（１９３９．１０）、朝鮮人氏名に

関する件公布（創氏改名、１９３９．１１）、朝鮮日報・東亜

日報廃刊（１９４０．８）、学徒挺身体結成（１９４１．９）、朝鮮

青年特別錬成令公布（１９４２．１０）、各級学校における朝

鮮語教授及び使用禁止（１９４２）、報国挺身隊組織

（１９４３．１）などがある。：鄭在哲（１９８５）７～８頁。

１０ 尹八重（１９７３）２６５頁。

１１『官報』３５４８号光武１０年（１９０６）９月３日、学部令

第２１号。

１２『官報』付録、隆煕３年（１９０９）７月９日、学部令

第３号。

１３ 皇城新聞隆煕３年（１９０９）４月２７日付によると、官

立高等学校の風琴を毎週午後に官立各普通学校生徒に

使用することを特別に参観するという記事がある。ま

た、同新聞隆煕３年９月１６日字によると官立高等学校

では週１時間唱歌科を教授する計画であるが教師がい

ないため師範学校日本人唱歌教師小出氏に兼任教授す

るように同校長が再昨日学部に訴請したという記事が

ある。

１４ 高等普通学校規則（府令第１１１号、１９１１年１０月２０日

公布、１１月１日施行）の第７、８、９条に高等普通学

校師範科、教員速成科の学科目が提示され、高等普通

学校では「唱歌」という科目に、師範科や教員速成科

は「音楽」という科目になっている。

１５『官立京城師範学校一覧（昭和８年）』１２頁。

１６『官立京城師範学校一覧（昭和８年）』１４～１７頁。

１７ 坂本麻実子（２００６）２９頁。

１８ １９３０年度段階で朝鮮に存在した私立女子高等普通学

校は、「淑明、進明、梨花、培花、同徳、好壽敦、一

新、正義、樓氏、永生」の１０校であった。

１９ 竹村鹿野と同一人物である可能性あり。

２０ 傍島マ子と同一人物である可能性あり。

２１ 竹村虎と同一人物である可能性あり。

２２ 内田虎と同一人物である可能性あり。

２３ 坂本麻実子（２００８）１５～１７頁。

２４ 創立当時１８７９年１０月３０日に東京師範学校長と音楽取

調掛の御用掛を兼任していた伊澤修二が、文部卿であ

った寺島宗則に提出した上申書に三大事業とその具体

的な方法が記述された。第一「東西二洋ノ音楽ヲ折衷

シテ新曲ヲ作ル事」、第二「将来国楽ヲ興スベキ人物

ヲ養成スル事」、第三「諸学校ニ音楽ヲ実施スル事」

であった。：下中邦彦（１９８１）４４１～４４２頁。

２５ 日本音楽教育学会編（１９７９）６９頁。

２６ 下中邦彦（１９８１）４４１～４４２頁。

２７ 東京芸術大学百年史編集委員会（１９８７）２８６頁。

２８ 東京芸術大学百年史編集委員会（１９８７）４２９～４３０頁。

２９ 東京芸術大学百年史編集委員会（１９８７）４０７頁。

３０ 東京芸術大学百年史編集委員会（１９８７）４６５頁。

３１ １９２３年度版と１９２８年度版が欠如している。

３２ 富永鹿野と同一人物である可能性あり。

３３ 総計２９名であるが、内田虎と竹村虎を同一人物とみ

て１人として数えた。

３４ １９３０年現在の公立中学校は、京城中、龍山中、大田

中、群山中、光州中、大邱中、釜山中、平壌中、新義

州中、元山中、羅南中の１１校が存在し、公立高等女学
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校は、京城第一高女、京城第二高女、仁川高女、清州

高女、大田高女、公州高女、群山高女、全州高女、裡

里高女、木浦高女、光州高女、大邱高女、釜山高女、

馬山高女、鎮海高女、海州高女、沙里院高女、平壌高

女、鎮南浦高女、新義州高女、元山高女、咸興高女、

羅南高女、清津高女の２４校が存在した。：『朝鮮総督府

統計年報昭和７年』６３２頁、６３６頁。

３５ １９３０年現在、公立高等普通学校は、京城第一高等普

通、京城第二高等普通、清州高等普通、公州高等普通、

全州高等普通、光州高等普通、大邱高等普通、東莱高

等普通、晋州高等普通、海州高等普通、平壌高等普通、

新義州高等普通、春川高等普通、咸興高等普通、鏡城

高等普通の１５校が存在し、公立女子高等普通学校は、

京城女子高等普通、全州女子高等普通、光州女子高等

普通、大邱女子高等普通、釜山女子高等普通、平壌女

子高等普通の６校が存在した。：『朝鮮総督府統計年報

昭和７年』６３４頁、６３８頁。

３６ 尹八重（１９７３）２６３頁。

３７ 小出雷吉の履歴については、朴成泰（１９９９）と『東

京音楽一覧』に依る。

３８『東京音楽学校一覧従明治四十年至明治四十一年』～

『東京音楽学校一覧従大正八年至九年』において卒業

生の情報の就業者現職が記入された部分をまとめた。

３９ 朴成泰（１９９９）２０～２２頁。

４０『京畿公立師範学校一覧創立第二年（大正１３年）』４４頁。

４１ 日本における最初の軍楽隊は、１８６９年９月に薩摩藩

が３２名の伝習生を横浜に派遣し、イギリス陸軍軍楽学

校出身であるフェントンに伝習され、そのメンバーが

１８７１年３月に創設した軍楽隊である。その後、１８８６年

に「教導団軍楽基本隊」という名称になり、１８９１年に

は陸軍戸山学校４１内に移転し「軍楽学舎」と改称し、

この時期から軍楽隊の新人募集と教育はすべて陸軍戸

山学校で行われた。１８９６年にはその名称を「軍楽学校」

に、１９０３年には「陸軍戸山学校軍楽生徒隊」に、１９２５

年には「陸軍戸山学校軍楽隊」に、１９３７年には「陸軍

軍楽隊」と改称した。陸軍軍楽隊は、管楽器奏者の養

成機関で、１４～１８歳の全国からの志願者に対し、体格

の審査が行われ入隊後１、２年の短期間で専門教育が

実施された。：塚原康子他（２００１）１０１～１０２頁。

４２ 大場の日本における基本的な履歴の情報は、有馬純

吉（昭和６年）７４頁に依る。

４３『東京音楽学校一覧（以下一覧）従大正元年至大正

二年』（９９頁）、『一覧従大正二年至大正三年』（１０１頁）、

『一覧従大正三年至大正四年』（１０７頁）、『一覧従大正四

年至大正五年』（７１頁）、『一覧従大正五年至大正六年』

（１００頁）。

４４『梨花女子専門梨花女子保育学校一覧（昭和十二年）』

（９７頁）。

４５ 平間の基本的な履歴の情報は、本人の著書『歌の渚』

（１９７７）３３６～３４０に依る。

後記：本稿は、富士ゼロックス小林節太郎記念基金によ

る研究成果の一部である。
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